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次回までに、（討論資料） 

自治労連「水道法の『改正』案について（談話）」 

（本資料の最後に掲載） 

を読んで、研究しておくこと。 

 



１ 地方交付税制度 

 

1.1  地方交付税の性格と機能 

 

性格 ： 本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、

すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地か

ら、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配

分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税である。」（固有財

源） 

（参考   平成 17 年 2 月 15 日   衆・本会議   小泉総理大臣答弁） 

地方交付税改革の中で交付税の性格についてはという話ですが、地

方交付税は、国税五税の一定割合が地方団体に法律上当然帰属すると

いう意味において、地方の固有財源であると考えます。 

 

◎ 財源の均衡化（財政調整機能） 

地方団体間における財政力の格差を解消するため、地方交付税の適正な配分を

通じて地方団体相互間の過不足を調整し、均てん化を図る。  

 

◎ 財源の保障（財源保障機能）  

・ マクロ… 地方交付税の総額が国税５税の一定割合として法定されることに   

より、地方財源は総額として保障されている。 

・ミクロ… 基準財政需要額、基準財政収入額という基準の設定を通じて、どの

地方団体に対しても行政の計画的な運営が可能となるように、必要な

財源を保障する。 

 

1.2 地方交付税の総額と種類 

 

  総額 

地方交付税の総額は、所得税・法人税の 33.1%(平成 27年度から)、酒税の 50%(平成 27

年度から)、消費税の 22.3%(平成 26 年度から)、地方法人税の全額（平成 26 年度から）と

されている（地方交付税法第 6条）。 

 

 種類 

 地方交付税の種類は、普通交付税（交付税総額の 94％）及び特別交付税（交付

税総額の 6％）とされている（地方交付税法第 6 条の 2）。 

 



1.3 普通交付税の額の算定方法 

 

 

○ 各団体の普通交付税額 ＝ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝財源不足額 

 

○ 基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）×測定単位（国調人口等）×補正係数（寒冷補正等） 

 

○ 基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（75％） 

 

 

 

 

 

1 基準財政需要額 

 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付

税法第 11 条の規定により算定した額（地方交付税法第 2 条第 3 号）。 

 各行政項目別にそれぞれ設けられた「測定単位」の数値に必要な「補正」を加

え、これに測定単位ごとに定められた「単位費用」を乗じた額を合算して算定。 

 

2 単位費用 

 財政需要は、各地方団体の測定単位に「単価」を乗じることによって算定され

るが、この測定単位に乗ずる単価が「単位費用」。 

 単位費用は「標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ妥当な水準において

地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準」とし

て算定される（地方交付税法第 2 条第 6 号）。 

 

 



3 補正係数 

 基準財政需要額の算定にあたっては、すべての都道府県またはすべての市町村

に費目ごとに同一の単位費用が用いられる。 

 しかし、実際の各地方団体の測定単位当たりの行政経費は、自然的・社会的条

件の違いによって大きな差があるので、これらの行政経費の差を反映させるため、

その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割増し又は割落とししている。この

補正に用いる乗率が補正係数。 

 

４ 基準財政収入額 

 「基準財政収入額」とは、各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当

該地方団体について地方交付税法第 14 条の規定により算定した額とされている

（地方交付税法第 2 条第 4 号）。 

 具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額となっ

ている。 

 

（標準団体） 

単位費用を算出するために、標準的な地方団体（標準団体）又は標準的な施設（標

準施設）を設定する。具体的には、人口、面積、行政規模が道府県や市町村のなか

で平均的なもので、自然的条件、地理的条件などが特異なものでないもの（積雪地

帯や離島ではなく、また都市化も平均的なもの）を想定する。 

 

さらに、標準的な経費を算定するため標準団体について、各費目ごとにより細か

く、行政規模を設定している。 

 

 【出典：以上、総務省ホームページ「政策 > 地方行財政 > 地方財政制度」「地方

交付税」等により作成。平成 29 年 5 月 20 日】 



1.4  普通交付税の単位費用 地方交付税法別表（第 12 条関係、29 年度 市町村分

より抜粋作成） 

 

 ＜別表１ 抜粋＞ 「個別算定経費」 

 

市町村   

経費の種類 測定単位 単位費用      円 

一 消防費 人口 一人につき 一一、三〇〇 

二 土木費 

 １ 道路橋りよう費 

道路の面積 千平方メートルにつき 七五、二〇〇 

道路の延長 一キロメートルにつき 

 一九三、〇〇〇 

 ２ 港湾費 港湾における係留施設の延長 一メートルにつき 二六、六〇〇 

港湾における外郭施設の延長 一メートルにつき 六、三〇〇 

漁港における係留施設の延長 一メートルにつき 一〇、七〇〇 

漁港における外郭施設の延長 一メートルにつき 四、四〇〇 

 ３ 都市計画費 都市計画区域における人口 一人につき 九五七 

 ４ 公園費 人口 一人につき 五三一 

都市公園の面積 千平方メートルにつき 三六、三〇〇 

 ５ 下水道費 人口 一人につき 九四 

 ６ その他の土木費 人口 一人につき 一、六八〇 

三 教育費 

 １ 小学校費 

児童数 一人につき 四三、一〇〇 

学級数 一学級につき 八二八、〇〇〇 

学校数 一校につき 九、一八一、〇〇〇 

 ２ 中学校費 生徒数 一人につき 四〇、四〇〇 

学級数 一学級につき 一、〇一〇、〇〇〇 

学校数 一校につき 八、七七八、〇〇〇 

 ３ 高等学校費 教職員数 一人につき 六、六六八、〇〇〇 

生徒数 一人につき 七〇、三〇〇 

 ４ その他の教育費 人口 一人につき 五、〇九〇 

幼稚園及び幼保連携型認定こ

ども園の小学校就学前子ども

の数 

 

 

一人につき 三六〇、〇〇〇 

四 厚生費 

 １ 生活保護費 

 

市部人口 

 

一人につき 九、五二〇 

 ２ 社会福祉費 人口 一人につき 二一、一〇〇 



 ３ 保健衛生費 人口 一人につき 七、八二〇 

 ４ 高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 一人につき 七〇、九〇〇 

七十五歳以上人口 一人につき 九〇、六〇〇 

 ５ 清掃費 人口 一人につき 五、〇七〇 

五 産業経済費 

 １ 農業行政費 

 

農家数 

 

一戸につき 八一、五〇〇 

 ２ 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 一人につき 二六九、〇〇〇 

 ３ 商工行政費 人口 一人につき 一、二八〇 

六 総務費 

 １ 徴税費 

 

世帯数 

 

一世帯につき 四、五三〇 

 ２ 戸籍住民基本台帳   

  費 

戸籍数 一籍につき 一、一九〇 

世帯数 一世帯につき 二、一六〇 

 ３ 地域振興費 人口 一人につき 一、九一〇 

面積 一平方キロメートルにつき 

 一、〇四三、〇〇〇 

七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充て

るため発行について同意又は

許可を得た地方債に係る元利

償還金 

 

 

 

千円につき 九五〇 

（以下省略） 

 

＜別表 ２＞ 「個別算定経費」以外 

 

地方団体の種類 測定単位 単位費用 

道府県 

人口 一人につき 一〇、三九〇円 

面積 一平方キロメートルにつき 

 一、二三四、〇〇〇円 

市町村 

人口 一人につき 一九、〇八〇円 

面積 一平方キロメートルにつき 

 二、四三七、〇〇〇円 

 

【出典：総務省ホームページ、行政管理局「法令データ提供システム」「地方交付税法」

「別表１」・「別表２」に基づき作成。平成 29年 5 月 20日】 

 

 



1.5 地方交付税法の規定 

 

  （この法律の目的）  

第一条  この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行

政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交

付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自

治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。 

 

（運営の基本）  

第三条  総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税（以

下「交付税」という。）の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財

政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途とし

て交付しなければならない。  

２  国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はそ

の使途を制限してはならない。  

３  地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努

め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備える

ようにしなければならない。 

 

（交付税の総額）  

第六条   所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の

百分の五十、消費税の収入額の百分の二十二・三並びに地方法人税の収入額をもつ

て交付税とする。 

２  （省略） 

 

（特別交付税の額の変更等）  

第六条の三  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規

定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該

超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。  

２  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規

定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場

合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定

める率の変更を行うものとする。 

 

【出典：総務省 HP「法令データ提供システム」。下線は片木。H29.5.20】 



２ 地方交付税と地方行革 

2.1  平成 29 年度 普通交付税交付額(道府県分・市町村分) 

 

【出典：総務省 HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 29 年度 普通交付税の算定結

果」「平成 29 年度 普通交付税の決定について」（平成 29 年 7 月 25 日）】 



2.2  平成 29年度普通交付税不交付団体一覧表 

 

【出典：総務省 HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 29 年度 普通交付税の算定結

果」「不交付団体の状況」（平成 29 年 7 月 25 日）】 



2.3  平成 29年度 地域の元気創造事業費の算定方法 

 

【出典：総務省資料「平成 29 年度 地域の元気創造事業費の算定方法」】 

 

 



2.4  トップランナー方式の推進について 

 

【出典：総務省 HP「政策 > 地方行財政 > 地方財政制度 > 地方交付税」「近年の主な算

定方法の見直し等」「（5）トップランナー方式の導入」「トップランナー方式の推進につい

て」】 



３ 地方行革について 

3.1  政府の取組と地方の職員数等 

 

 
【出典：総務省「資料地方行革について」。2017.11.14採取】 

 



3.2  地方行政サービス改革①（地方自治体の業務改革） 

平成 27年 6月 1日第 8 回経済財政諮問会議高市議員提出資料       

 
 

【出典：同上総務省資料】 



3.3  地方行政改革の留意事項（総務大臣、平成 27年通知） 

 

 
【出典：同上総務省資料】 



（参考）公の施設の指定管理者制度 

 

 
 

 
 

【出典：総務省 HP「政策 > 地方行財政 > 地方自治制度 > 地方自治制度の概要」「公の

施設」「公の施設の指定管理者制度について」】 

 



3.4  地域経済の再生と財政健全化の両立 

平成 28 年 4月 25日第 7回経済財政諮問会議高市議員提出資料          

 
【出典：同上総務省資料】 
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（次回討論資料） 

自治労連「水道法の『改正』案について（談話）」 
 

2017 年３月 27 日 

 書記長 中川 悟 

 

 政府は３月７日、16 年ぶりとなる水道法「改正」案を閣議決定し、国会へ提出した。 

  水道法「改正」案は、水需要の減少、水道施設の老朽化、人材不足など、現在の水道

事業体が抱えている問題を解決するために「水道事業体の基盤強化」を行うことを主な目

的としてかかげている。 

  もとより、中小事業体の技術者不足や水道財政の悪化など現在の水道事業が抱えてい

る問題は深刻である。住民のいのちと暮らしを守る水を 24 時間 365 日供給し続ける水道事

業を持続可能な経営にするために、事業体である市町村のみならず県や国の責任は重要で

ある。 

 

 今回の水道法「改正」案のポイントは大きく２点に整理されるが、内容については、

果たして目的通りに問題を解決するものとなるのかについて、疑問な点が多い。 

  第一の疑問は、「改正」案が、「広域連携の推進」をかかげていることである。「改正」

案は、国が水道事業体の基盤強化のための「基本方針」を定め、都道府県が関係市町村の

同意を得て「強化計画」を定めるとしている。水系を単位とした事業の統合は確かに選択

肢のひとつであり、さまざまな計画を策定し予算化する際には、国や県の関与が必要であ

ることは理解できる。しかし、各地で問題化している「自己水源の放棄」や、「余剰化した

ダム水の押しつけ」のように、「広域連携推進」の名によって、国や県による強権的な「広

域化」が推し進められる可能性は否定できない。法「改正」の論議の中で、強権的な「広

域化」が押し付けられることのないようにするための担保を確保するとともに、水循環基

本法の趣旨に則り、事業体や地域住民が、住民自治のもとで統合の是非を判断できる環境

を作ることが必要である。 

 

 第二の疑問は、「改正」案が「官民連携の推進」をかかげていることである。現行の PFI

法においても、さまざまな公共施設の管理運営を民間に委ねることが可能になっている。

更に 2011（平成 23）年の PFI 法「改正」により、水道事業を含めたさまざまな公的事業

の経営権の譲渡（コンセッション）まで行えるようになった。 

  「改正」案は、水道事業者としての位置付けは従来通りに維持しつつも、厚生労働大

臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組

みを導入するため、その手続を簡略かつ明確にしており、コンセッションが一層加速され

るおそれがある。 

 

 水道事業のコンセッションについていえば、厚労省自身が自治労連公営企業評議会と

のレクチャーの場で「赤字の事業体がコンセッションで単純に黒字になるとは考えていな

い」「簡易水道など零細の事業を対象と考えていない」と述べているように、現在各地で検

討されているコンセッションの動きは、多くの疑問を呈している。厚労省は「コンセッシ

ョンはあくまでも基盤強化の選択肢のひとつにすぎない」と述べているが、今年２月に総

務省より出された「公営企業の経営のあり方に関する研究会」報告においては、「水道事業

は現在の経営形態のあり方自体を見直し、広域化等や更なる民間活用といった抜本的な改

革を検討する必要がある」としている。水道法の「改正」が行われれば、コンセッション

は「選択肢の一つ」ではなく、既定の路線として「広域化」とともに、各地の事業体に押

し付けられる可能性は否定できない。 
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 現在、大阪などで進められようとしている水道事業の民営化については、住民の不安

が大きく、各地で民営化反対運動が起き、地方議会においても民営化の議案が否決される

事例が相次いでいる。一時、水道事業の民営化が先行したヨーロッパをはじめ諸外国では、

再び公営に戻す動きが顕著となっている。この教訓は「いのちの水は、金儲けの対象にし

てはならない」ということである。特に財政基盤の脆弱な水道事業体が民営化されれば、「採

算が取れなくなった」として民間業者が撤退することが予想され、公的資金の投入を求め

る「第二の JR 北海道」となる可能性は大きい。 

 

 厚労省の説明では、「広域化推進」「官民連携」を進めるための目的に、「中小事業体の

技術者不足解消」をあげている。すでに中小事業体の技術者不足は前回の水道法「改正」

（2002 年)において大きな問題とされ、その「改正」目的は「技術力の高い第三者（他の水

道事業者等）に業務を委託して適正に管理を行うための規定の整備を行う」ためとされて

いた。 

  しかし、主に他の水道事業者に委託をするとされていた 2002 年の水道法「改正」が、

当初掲げた目的、趣旨とはかけ離れ、民間の「第三者」への委託に舵が切られる中で、ま

すます中小事業体の技術力低下に拍車がかかったことに対して検証を行うことが必要であ

る。また、今の深刻な事態を招いた原因が、この間の行財政改革であり集中改革プランに

よる人員削減と地方財政の疲弊であったことも明確である。これらの検証が本法「改正」

における議論において、求められなければならない。 

 

 水道法「改正」案では、第１条（目的）の中で従来かかげていた「水道事業を保護育

成する」という目的が「 水道の基盤を強化する」に変えられている。普及率の面から見れ

ば、「育成」という目的は概ね達成したと言えるが、「人（人材確保）、モノ（設備の整備）、

金（財政の保障）」の面では、国は今まで十分な保護育成を行ってきたとは言えない。国の

意図する「基盤の強化」とは、先に述べたように「広域化等や更なる民間活用」の色合い

を濃くしている。 

 

 自治労連は、住民のいのちと生活を支える水道事業を維持・充実させるために、住民、

地方公共団体、労組、民主団体、水道労働者と共同して取り組みを進めてきた。水道法を

管轄する厚生労働省をはじめ国の機関に対しても、水道事業の民営化や「広域化」を進め

ることの問題点を指摘し、改善を求めてきた。 

  今回、政府が国会に提出した水道法「改正」法案についても、住民や水道事業に関わ

る多くの団体とも共同して、住民本位の水道事業が進められるように問題点を追及してい

くものである。 

 

【出典：日本自治体労働組合総連合（自治労連）HP「談話・声明 »談話 » 水道法の『改

正』案について（談話）」】 


